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道銀ダイレクトサービス利用規定の改定内容表（改定日 平成 30年 12月 17日）
改刷第 19.0版：

本利用規程は改定日以降から適用されるものとします。下線の箇所を変更・追加。

改 定 前 改 定 後

第７条  契約者の本人確認

１．「パスワード通知書」の送付

(1) 当行は、本サービスの申込により、初回
登録の際に一度限り使用する確認用パス

ワード(以下、「初回確認用パスワード」と
いいます)を記載した「パスワード通知書」
（以下「通知書」といいます）を契約者の

届け出住所あてに当行所定の方法で郵送、

またはサービスの新規申込時に限り、店頭

で契約者に対し直接交付します。

(2) 届け出住所宛に当行所定の郵送方式で
郵送した通知書が契約者に届かず返送さ

れたときおよび到着した「通知書」を紛失

した場合は、申込みがなかったこととし、

後刻、再度申込を行うものとします。

２．「初回パスワード暗証」の届け出

  契約者は本サービスの利用に際して、「初回

パスワード暗証(4 桁の数字)」を事前に当行に
届け出るものとします。なお、生年月日・自宅

電話番号等第三者が容易に類推することので

きる初回パスワード暗証についてはお取り扱

いできない場合があります。初回パスワード暗

証は初回登録の際に使用するログインパスワ

ード（以下、「初回ログインパスワード」とい

います）の一部として使用します。また、契約

者が初回パスワード暗証を失念した場合は、当

行所定の方法により再度届出するものとしま

す。

３．初回確認用パスワードの通知

  当行は本サービスの利用申込を行った契約

者に対して、ＩＢ・ＭＢの利用のために本条第

１項の方法により、当行で指定した初回確認用

パスワードを通知します。契約者はＩＢ・ＭＢ

を利用する際、初回ログインパスワード、初回

確認用パスワード（これらを「仮パスワード」

といいます）を使用し、契約者本人のログイン

ネーム、ログインパスワードおよび確認用パス

ワードを作成することとします。なお、契約者

は本サービスの安全性を確保するため、当行所

定の方法によりこれらを変更することができ

ます。

第 7条 契約者の本人確認
１．確認用パスワードの交付方法

(1) 当行は、本サービスの申込により、初回
登録の際に一度限り使用する確認用パスワ

ード(以下、「初回確認用パスワード」とい
います)を記載した「道銀ダイレクトサービ
ス初回登録用パスワードのご案内」（以下

「パスワードのご案内」といいます）を契

約者の届け出住所あてに当行所定の方法で

郵送、またはサービスの新規申込時に限り、

店頭で契約者に対し「確認用パスワードの

お知らせ」を直接交付します。

(2) 届け出住所宛に当行所定の郵送方式で郵
送したパスワードのご案内が契約者に届か

ず返送されたときおよび到着した「パスワ

ードのご案内」を紛失した場合は、申込み

がなかったこととし、後刻、再度申込を行

うものとします。

２．「初回ログインパスワード」の届け出

  契約者は本サービスの利用に際して、「初回ロ

グインパスワード(4桁の数字)」を事前に当行に
届け出るものとします。なお、生年月日・自宅

電話番号等第三者が容易に類推することのでき

る初回ログインパスワードについてはお取り扱

いできない場合があります。初回ログインパス

ワードは初回登録の際にのみ使用します。また、

契約者が初回ログインパスワードを失念した場

合は、当行所定の方法により再度届出するもの

とします。

３．仮パスワードの使用

  当行は本サービスの利用申込を行った契約者

に対して、ＩＢ・ＭＢの利用のために本条第１

項の方法により、当行で指定した初回確認用パ

スワードを交付します。契約者はＩＢ・ＭＢを

利用する際、初回ログインパスワード、初回確

認用パスワード（これらを「仮パスワード」と

いいます）を使用し、契約者本人のログインネ

ーム、ログインパスワードおよび確認用パスワ

ードを作成することとします。なお、契約者は

本サービスの安全性を確保するため、当行所定

の方法によりこれらを変更することができま

す。
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５．本人確認手続き

  当行所定の方法により、契約者がパスワ

ード等（仮パスワード、ログインネーム、

ログインパスワードおよび確認用パスワ

ード、ワンタイムパスワード、合言葉認証

を総称して「パスワード等」と称します）

を端末機の操作により送信し、当行が保有

しているパスワード等とそれぞれ一致し

た場合、当行はそれを契約者本人からの有

効な意思による申込であること並びに受

信した処理依頼内容が真正なものである

ことを確認できたものとして取り扱いま

す。

５．本人確認手続き

  当行所定の方法により、契約者がパスワード

等（仮パスワード、ログインネーム、ログイン

パスワードおよび確認用パスワード、ワンタイ

ムパスワード、合言葉認証を総称して「パスワ

ード等」と称します）を端末機の操作により送

信し、当行が保有しているパスワード等とそれ

ぞれ一致した場合、当行はそれを契約者本人か

らの有効な意思による申込であること並びに受

信した処理依頼内容が真正なものであることを

確認できたものとして取り扱います。またスマ

ートフォンからサービスを利用する場合に限

り、次項に定める生体認証機能をログイン時に

利用することができます。

６．生体認証機能による本人確認

(1)生体認証機能によるログイン時の本人確
認は、後記第 29条第 3項（2）に定める方
法により、契約者が予め契約者の端末に登

録された生体情報（以下「登録生体情報」

といいます）を利用する操作を行うことで、

当行は契約者からの真正なログインの依頼

とみなします。

(2)生体認証機能で利用できる生体情報の認証
方式には指紋認証と顔認証があります。た

だし、生体認証機能は、契約者の端末がそ

れら生体情報の認証方式に対応している場

合にのみ用いることができます。また、契

約者の端末が生体認証機能に対応している

機種であっても、当該端末の制約により、

生体認証機能をご利用できない場合があり

ます。

(3)生体認証機能は、契約者の端末にインスト
ールしたワンタイムパスワードアプリを所

定の手続きにて設定することで利用できま

す。

(4)生体認証によるログインは、契約者の端末
に予め登録された生体情報（以下「登録生

体情報」といいます）と、ログイン時に都

度入力された生体情報との照合の確実性を

保証するものではありません。

(5)登録生体情報は契約者の端末内で管理して
いるため、当行は登録生体情報を取得せず、

登録生体情報の管理責任を負いません。登

録生体情報およびその保存された端末は、

制約者が契約者自身の責任において厳重に

管理するものとします。
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(6)登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは
不正使用、または端末の盗用、使用上の過

誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等

により契約者に生じた損害について、当行

は、当行に責めがある場合を除き、一切責

任を負いません。

(7)生体認証の端末への登録後、端末の設定そ
の他のご利用環境の変更（契約者の生体情

報の変化等を含みます）やワンタイムパス

ワードアプリのアップデート等により生体

認証機能がご利用できなくなる場合があり

ます。この場合契約者の端末への生体認証

情報の再登録や、再度ワンタイムパスワー

ドアプリにて生体認証機能の利用設定が必

要となる場合があります。ただし再登録後

の生体認証機能の利用を保証するものでは

ありません。

(8)生体認証の照合が規定回数失敗するとロッ
クがかかり、生体認証機能が利用できなく

なります。ロックの解除方法は端末によっ

て異なります。

(9)生体認証機能の利用の停止を希望する場合
には、契約者はワンタイムパスワードアプ

リ所定の手続きに従って生体認証機能を解

除してください。

(10)当行は、当行所定の方法により事前に告知
することでいつでも生体認証機能の提供を

廃止することができるものとします。当行

が生体認証機能の提供を廃止した場合、契

約者は、生体認証機能の利用ができなくな

ります。この場合、当行は生体認証機能の

提供を廃止したことにより契約者に損害等

が発生しても、当行に責めがある場合を除

き、当行は一切責任を負いません。

(11)当行は、生体認証機能が不正利用される恐
れが生じた、または不正利用されたと認め

るときは、当該契約者に対する本サービス

の利用停止の措置その他当行所定の措置を

とることができるものとします。当行が本

サービスの利用を停止した場合、契約者は

本サービスの利用ができなくなります。こ

の場合、当行は、当行が本サービスの提供

をすることが適切であると合理的に判断す

るまでの間、本サービスの利用停止を継続

することができるものとします。当行が本

サービスの利用停止その他当行所定の措置

をとったことにより契約者に損害が発生し

ても、当行に責めがある場合を除き、当行
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第８条 パスワード等の管理

３．パスワード等の紛失・盗難時の対応

(1)契約者は本サービスにかかる通知書を喪
失した場合やパスワード等が盗難された

場合には、速やかに当行あて届け出てくだ

さい。当行はこの届け出により、本サービ

スの利用を停止することとします。この届

け出を行わなかったことにより、契約者に

損害・不利益が発生したとしても、当行は

その賠償責任を負いません。

(2)通知書の再発行
  当行所定の方法で書面にて届け出するも

のとします。これにより当行は従前のパス

ワード等を抹消し新たな仮パスワードを

当行所定の方法により通知することとし

ます。

第 12条 免責事項
１．免責事項の内容

次の事項に起因して契約者に損害、不利益が

生じても、当行はその賠償責任を負いません。

(1) 本人確認
当行が相当の注意をもって第７条第５項

に定める本人確認を行い、処理を行ったにも

かかわらず、端末機、パスワード等について

偽造、変造、盗用、不正使用などにより事故

が発生した場合。

但し、損害の発生が盗難・盗用（以下「盗難

等」といいます）されたパスワード等を用い

て行われた不正な振込または税金各種料金

払込サービス（以下「不正な振込等」といい

ます）によるものである場合、契約者は、第

13 条による補てん請求を申し出ることがで
きるものとします。

第 29条 ワンタイムパスワード 

は一切責任を負いません。

第８条 パスワード等の管理

３．パスワード等の紛失・盗難時の対応

(1)契約者は本サービスにかかるパスワード
のご案内を喪失した場合やパスワード等

が盗難された場合には、速やかに当行あて

届け出てください。当行はこの届け出によ

り、本サービスの利用を停止することとし

ます。この届け出を行わなかったことによ

り、契約者に損害・不利益が発生したとし

ても、当行はその賠償責任を負いません。

(2)パスワードのご案内の再発行
  当行所定の方法で書面にて届け出するも

のとします。これにより当行は従前のパス

ワード等を抹消し新たな仮パスワードを

当行所定の方法により通知することとし

ます。

第 12条 免責事項
１．免責事項の内容

次の事項に起因して契約者に損害、不利益が

生じても、当行はその賠償責任を負いません。

(1) 本人確認
当行が相当の注意をもって第７条第５項お

よび第６項に定める本人確認を行い、処理を

行ったにもかかわらず、端末機、パスワード

等について偽造、変造、盗用、不正使用など

により事故が発生した場合。

但し、損害の発生が盗難・盗用（以下「盗難

等」といいます）されたパスワード等を用い

て行われた不正な振込または税金各種料金払

込サービス（以下「不正な振込等」といいま

す）によるものである場合、契約者は、第 13
条による補てん請求を申し出ることができる

ものとします。

第 29条 ワンタイムパスワード 

３．生体認証によるログインについて 

(1)生体認証ログインとは 

  生体認証ログインとは、道銀ダイレクトサ

ービスの利用に際し、端末に搭載された生

体認証機能を活用し契約者の生体情報（指

紋または顔）を用いることで、ログイン時

の本人確認手続きを補助する機能をいい

ます。生体認証ログインは、生体認証機能

に対応した端末でワンタイムパスワード



5 

３．手数料 

４．ワンタイムパスワードの解約 

５．利用停止・利用停止解除 

６．ハードウェアトークンの故障・破損 

７．トークンの切替 

ソフトウェアトークンを利用する場合に

のみ利用いただけます。なお、契約者の登

録生体情報は端末内で管理・保管されるも

のであり、当行が契約者の登録生体情報を

取得することはありません。 

  (2)生体認証ログインの利用開始 

    契約者が生体認証ログインの利用を開始

する場合は、ソフトウェアトークンから

当行所定に操作により、端末の生体認証

機能を起動し、生体情報の登録と合わせ、

ログインネームおよびログインパスワー

ドを入力してください。当行は入力され

たログインネーム、ログインパスワード

が既に登録されているログインネーム、

ログインパスワードとの一致を確認する

ことで契約者からの生体認証ログインの

利用開始の依頼があったものとみなし、

生体認証ログイン機能の提供を開始しま

す。この操作以後、同一の端末内のソフ

トウェアトークンを経由し、生体認証機

能を利用してログインする場合は契約者

自身によるアクセスであると判定し、ロ

グインネーム、ログインパスワードの入

力は不要とします。 

  (3)生体認証ログインの利用選択 

   生体認証ログインおよびワンタイムパス

ワードを利用した通常どおりのログイン

操作のどちらを利用するかは、ログイン

の都度、選択することが可能です。 

(4)生体認証ログインの利用解除 

生体認証ログインの利用を中止する場合

は、ソフトウェアトークン上の当行所定の

操作による利用解除手続きを行ってくださ

い。この操作完了後は契約者の本人確認に

はログインネームおよびログインパスワー

ドの入力が必要となります。なお、再度生

体認証ログインの利用を希望する場合は上

記(2)の操作を行ってください。  

４．手数料 

５．ワンタイムパスワードの解約 

６．利用停止・利用停止解除 

７．ハードウェアトークンの故障・破損 

８．トークンの切替 
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８．有効期限 

９．免責事項 

ワンタイムパスワードの取り扱いにあたっ

て事故等が発生した場合は、第８条、第１２

条の定めのほか、本項の定めによることとし

ます。 

(1) ワンタイムパスワードおよびトークン

は契約者自身の責任において厳重に管理

し、第三者に開示しないこととします。ま

た、ワンタイムパスワードおよびトークン

の偽造、変造、盗用、不正使用があった場

合は、契約者は直ちに当行所定の方法によ

り届け出ることとします。この届け出前に

契約者に損害・不利益が生じても、当行は

その賠償責任を負いません。 

(2) トークンの不具合等により、取り扱い

が遅延し、または不能となった場合でも、

このために生じた損害については、当行に

責がある場合を除き、当行は賠償責任を負

いません。 

９．有効期限 

１０．免責事項 

ワンタイムパスワードの取り扱いにあたって

事故等が発生した場合は、第７条、第８条、

第１２条の定めのほか、本項の定めによるこ

ととします。 

(1) ワンタイムパスワードおよびトークン

は契約者自身の責任において厳重に管理

し、第三者に開示しないこととします。ま

た、ワンタイムパスワードおよびトークン

の偽造、変造、盗用、不正使用があった場

合は、契約者は直ちに当行所定の方法によ

り届け出ることとします。この届け出前に

契約者に損害・不利益が生じても、当行は

その賠償責任を負いません。 

(2) トークンの不具合や使用している端末

や機器の不具合（生体認証機能を含む）等

により、取り扱いが遅延し、または不能と

なった場合でも、このために生じた損害に

ついては、当行に責がある場合を除き、当

行は賠償責任を負いません。 

以 上


